
５．登録文化財

現在

絵画 彫刻 工芸 書跡 古書 考古 歴史 計 遺跡 名勝地
動物植物
地質鉱物 計

北海道 145 1 1
青 森 103 1 3 3
岩 手 97 1 3 3
宮 城 142 1 1
秋 田 192 1 1 1
山 形 186
福 島 175 2
茨 城 285 2 1 1 2
栃 木 240 4 4
群 馬 335 2
埼 玉 172 1 1 3 1 1
千 葉 267 2 2
東 京 377 1 1 1 3 4
神奈川 241 1 1 6 1 8
新 潟 460 1 1 1
富 山 132 1 1 2 1 1
石 川 261 1
福 井 185 1 1 1 2 1 3
山 梨 101 1 1 1
長 野 515 1 1 1 7 7
岐 阜 239 1 1 2 1 1
静 岡 233 1 2 2
愛 知 497 1 1 1
三 重 238 1 1 1
滋 賀 412 1 2 2
京 都 549 1 1 2 3 1 1
大 阪 687 1 1 4 1 5
兵 庫 661 1 5 5
奈 良 267 1 1 2
和歌山 214 6 6
鳥 取 222 3 3 3
島 根 188 2 5 5
岡 山 292 2 1 1
広 島 245 3 3
山 口 96 1 3 3
徳 島 178 1 1 1
香 川 400 3 1 1
愛 媛 119 1 2 3
高 知 276
福 岡 145 1 2 2
佐 賀 107 1 1 1 1
長 崎 125 1 1 3 3
熊 本 170 1 1 2
大 分 228 4 4
宮 崎 89 2 1 3
鹿児島 122 0 2 2
沖 縄 82 1 2 3 5

合 計 11,690 0 0 3 1 0 4 6 14 44 10 90 6 106
（注） ①登録記念物（名勝地）「白水の滝」については大分県と熊本県にまたがるため，また，登録記念物（名勝地）「瓢箪島」については

広島県と愛媛県にまたがるため，両県それぞれで計上している。（そのため，各県を合計した件数と合計欄の件数は一致しない）
②登録記念物（遺跡及び名勝地）「牧野記念庭園（牧野富太郎宅跡）」及び「岡倉天心旧宅・庭園及び大五浦・小五浦」については
登録基準が遺跡関係と名勝地関係の双方に及ぶため，両方に計上している。
（重複登録物件を１件として数えた場合は，合計数は106件ではなく104件となる）

③登録有形文化財（建造物）「わたらせ渓谷鐵道笠松トンネル」については栃木県と群馬県にまたがるため，両県それぞれで計上している。
（そのため，各県を合計した件数と合計欄の件数は一致しない）

④登録有形文化財（建造物）「唐沢堰堤」については山梨県と長野県にまたがるため，両県それぞれで計上している。
（そのため，各県を合計した件数と合計欄の件数は一致しない）

⑤美術工芸品の県別の件数は，平成25年6月現在で把握している件数を基準としている。
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